
出願人 弁理士（代理人） 特許庁

2019/2/19
(1)商標登録出願

2019/02/22
(2)早期審査請求

2019/05/07
(3)拒絶理由通知
書

2019/07/16
(4)手続補正書と
意見書を提出

2019/10/11
(5)登録査定

2019/11/06
(6)登録料納付

2019/11/15
(7)商標登録

願書
商標：カレーメシ
区分：２９
指定商品：即席カ
レー

日本特許庁

日本特許庁

弁理士

特許庁の審査官
が商標登録の条
件（類似商標が
無い等）をクリア
するかを調査

日清食品ホールディングス
（商標登録出願人）

日清食品ホールディングス
（商標登録出願人）

出願番号：
商標出願2019-026838

早期審査請求書
出願人は〇〇という
理由により早期に商
標登録をお願いします。

弁理士

日清食品ホールディングス
（商標登録出願人） 拒絶理由通知書

出願商標に類似する
先願の商標があるので
商標登録できません。

弁理士

特許庁の審査官日清食品ホールディングス
（商標登録出願人） 意見書

〇〇という理由で審査
官の拒絶理由は妥当
でないため商標登録を
お願いします。

弁理士

日清食品ホールディングス
（商標登録出願人）

登録査定
商標登録OKです

弁理士
特許庁の審査
官が商標登録の
条件（類似商
標が無い等）を
クリアすると判断

日清食品ホールディングス
（商標登録出願人） 登録料

区分数×32,900円
日本特許庁

弁理士

登録番号：
商標登録第6198189号
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